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令和７年第２回臨時会（第１号） 

 

令和７年７月４日（金曜日）午前１０時００分開議 
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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようござい

ます。 

 ただいまの出席議員数は１３名です。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立い

たします。 

 ただいまから、令和７年第２回七飯町議会臨

時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

町 長 挨 拶           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、町長よ

り挨拶の申出がありますので、町長の発言を許

します。 

 杉原太町長、演壇でお願いいたします。 

○町長（杉原 太） －登壇－ 本臨時会の開

会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本日は、令和７年第２回七飯町議会臨時会を

招集申し上げましたところ、議員の皆様に御参

集を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和５年８月赤松街道におけるケヤキ

伐採に関して、このたび６月２０日に赤松街道

を愛する会の皆様や函館開発建設部と連携し、

現場でケヤキの苗木の植樹式を行いました。赤

松街道は１５０年もの長きにわたり大切に守り

育んできた歴史街道であり、七飯町のシンボル

です。伐採に関して深く反省するとともに、役

場内の報告、連絡、相談体制の確立と、赤松街

道を愛する会及び函館開発建設部との連携を密

にして、未来永劫の保全に努めてまいります。 

次に、本臨時会に提出いたします議案は補正

予算一件でございます。詳細につきましては、

担当課長より御説明申し上げますので、よろし

く御審議いただき、議決賜りますようお願い申

し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わりま

す。 

 青山金助議員から本日の会議を欠席する届出

がありました。 

  ─────────────────── 

  日程第１ 

   会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

６番 佐々木 陵 二 議員 

７番 田 村 敏 郎 議員 

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

  日程第２ 

会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日とする

ことに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行

います。 

 地方自治法第１２１条の規定により本会議に

出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷し

てお手元に配付のとおりであります。 

 次に、町政動向報告が町長より提出されてお

りますので、お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

議案第３７号 令和７年度七飯町一般

会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第３７号
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令和７年度七飯町一般会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 行財政改革担当統括監兼財政課長。 

○行財政改革担当統括監兼財政課長（青山栄久

雄） それでは、議案第３７号令和７年度七飯

町一般会計補正予算（第２号）について御説明

申し上げます。 

このたびの補正予算（第２号）ですが、第１

条は規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ３,５３４万円を追加し、総額を歳入歳出

それぞれ１２５億３,２５７万４,０００円とす

る補正予算でございます。 

初めに、歳出から御説明申し上げます。 

７ページをお開き願います。 

今回提案します補正予算の概要から御説明い

たします。 

１点目は、昨年の国の補正予算第１号に引き

続き、国の予備費の使用による物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金事業の概要メニュー

に追加配分があり、この交付金を活用して物価

高騰による子育て世帯の支援事業を実施する補

正予算の追加。 

２点目は、小学校及び中学校の環境整備に係

る施設の大規模改造による実施設計委託料、グ

ラウンド擁壁の倒壊に係る原因調査及び補修工

事の具体的な工法を検討するための設計委託料

の追加など、早急に対応しなければならない補

正予算を追加するものが主な内容となってござ

います。 

それでは最初に、３款民生費２項１目児童福

祉総務費の保育所等副食費物価高騰支援事業費

（交付金事業）は、保育所等における副食費の

一部について保護者負担の軽減を図る事業とな

り、子どもの年齢が３歳以上児の場合、国の副

食費の目安である１か月あたり４,８００円を上

限に、令和７年８月から実施する補助金に１,４

０９万３,０００円を追加。０歳から２歳児は、

副食費の負担方法が３歳以上児と異なるため、

国の副食費目安額の半額となる２,４００円を１

か月あたりの定額とし、令和７年９月から実施

する給付金に１７４万７０００円を追加いたし

ます。 

次に、２目児童措置費は、町立で運営する大

中山保育所で徴収する副食費がこの事業の保護

者負担の軽減により減額となり、財源更正を行

うものでございます。 

次に、１０款教育費２項１目学校管理費の校

舎等営繕費（小学校）は、藤城小学校グラウン

ドの擁壁の一部が倒壊し、現在、応急対応で倒

壊の進行をとどめている状況にありますが、こ

の擁壁が倒壊する原因の調査を行うため、当初

設計資料の確認、検証、倒壊状況を把握する試

掘調査、原因特定による具体的な補修工事を実

施するための調査設計委託料に５００万円を追

加。 

３項１目学校管理費の校舎等営繕費（中学

校）は、大中山中学校で令和７年５月に給水管

からの漏水事故が二度発生し、これを修繕する

ため既存予算で対応したことから、今後の修繕

費対応分として校舎他修繕料に１００万円を追

加。 

最後に、３目学校建設費の中学校大規模改造

事業費は、今後、大中山中学校を早急に修繕ま

たは改修をしなければならない設備等の大規模

改修工事等を実施するに当たり、当面改修を急

ぐ工事をピックアップし、その改修工事を順次

進めるための実施設計委託料に１,３５０万円を

追加いたします。 

続きまして、５ページの歳入にお戻り願いま

す。 

初めに、１２款分担金及び負担金２項１目民

生費負担金は、このたびの物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金事業に伴い、町立保育所

で徴収する保護者からの副食費負担分が減免と

なるもので１１８万８,０００円を減額。 

１４款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金

は、歳出の保育所等副食費、物価高騰支援事業

費交付金事業の国からの交付金で１,５０３万

４,０００円を追加。 

１８款繰入金１項２目公共施設整備基金繰入

金は、このたびの学校施設環境改善により進め

る、藤城小学校グラウンド擁壁補修調査設計委

託料、大中山中学校大規模改造実施設計委託料
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の財源に１,８５０万円を追加。 

最後に１９款繰越金１項１目繰越金は、この

たびの補正予算の収支調整分として２９９万４,

０００円を追加いたします。 

提案説明は以上でございます。 

よろしく御審議を賜り余すよう、お願い申し

上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） 一般８ページの教育費の

委託料についてお伺いいたします。 

大中山中学校大規模改造事業の設計委託業務

は令和８年の３月までということで、４項目に

ついて計画しているようであります。 

その中で特に空調設備設計、それから給水管

改修設計、この２点を優先して始めるというよ

うな教育総務課の説明がこの間ありました。 

さらに３番ＬＥＤ、４番トイレの改修、この

４点からなっていますが、大規模改修はこの４

点をまとめてという考え方なのか、それとも４

点それぞれ一つずつを大規模改修というのか。 

なぜそういうことを聞きたいかというと、た

しか３分の１の補助があるというようなことを

聞きましたが、委託業務については単費だろう

とは思いますけれども、工事費になった場合に

１番、２番を優先してもそれぞれ補助金がつく

のか。あるいは３番、４番のＬＥＤ、トイレ、

こういうものの時期がずれていても、単発で補

助金がついていくのか。４点まとめて大規模改

修という意味合いで補助金がつくのか、あるい

は全く補助金がつかないのか。 

そのあたりの説明が理解できないので、例え

ば一つずつ順番をつけて、空調、給水管、ＬＥ

Ｄ、トイレ、それぞれ単発で事業を起こしても

補助金が出てくる。あるいは、ここに書いてあ

るとおり、優先して始めて２項目やって、その

後、期間を置いて３項目目、４項目目をやって

も、それぞれ補助金が出てくるのか、一括して

やらなければ出ないのか。 

そのあたりの考え方が分からないものですか

ら、説明をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） それで

はお答えします。 

今、田村議員から単発でも補助対象になるの

かという御質問でございますが、単発でも補助

対象となるというメニューになってございま

す。 

大きくは大規模改造事業という括りの補助メ

ニューになっていますけれども、その項目の中

にＬＥＤ、空調のそれぞれ項目がございますの

で、それぞれ補助申請をして、それぞれ採択さ

れれば補助がつくというような形で、全部まと

めてでないとつかないということではございま

せん。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） そうしますと、単発でそ

れぞれつきますよという考え方だと思うのです

けれども、ただこの中で順番的には空調、給

水、ＬＥＤ、トイレというような順番だとは思

います。 

これについては先ほども言ったのですけれど

も、１番、２番、空調、給水管を最優先してや

ります。そうしますと、ＬＥＤ、トイレ、この

部分はいずれにしても令和８年３月に業務委託

が上がってくるという話になりますと、令和８

年の新年度の４月から工事スタートになるとい

うことになりますが、教育委員会のほうでは、

この１番から４番までの工事スケジュールにつ

いて、どのように考えているのかを教えてくだ

さい。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） 工事ス

ケジュールということでございますけれども、

まず先ほどお話ししました、空調については他

の学校も進んでおりますので早めにつけてあげ

たいということで、イメージとしては、令和８

年の３月までの工期となっていますが、１番と

２番の空調と給水管の設計については早めに上

げていただいて、そこについては国の補正の際

など追加の交付のタイミングが合えば冬にでも

補助申請を上げて、それが採択されれば２月か
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３月には臨時議会か定例会を開いていただい

て、その中で工事費について議決いただければ

繰越して４月以降に工事をスタートとなりま

す。１年間ですから令和９年の３月までに、空

調と給水管の工事は終わるというのがまず大き

な一つ目のものです。 

次にＬＥＤとトイレですが、こちらのほうは

令和８年３月までの設計ということなので、令

和９年度中に補助申請を上げて採択になれば、

追っかけ工事を進めていきたいというようなイ

メージでございます。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） イメージは分かるのです

けれども、ＬＥＤとトイレは具体的には全く決

まっていないという話なのでしょうか。 

今の説明ですと、空調や給水管については令

和９年３月で対応して、４月からは運転できる

ような形にしたいというような考え方は分かり

ました。 

ただ、３番、４番については、順次だろうと

は思いますがもう少し詳しく、トイレも今は洋

式が家庭ではほとんど１００％ですから、そう

いう中でなかなか改修が進んでいかないという

部分もありますが、緊急度合は高いのではない

かと思っています。 

ですので、３番、４番の部分について、もう

少し具体的なスケジュールを教えてください。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） それで

はお答えします。 

まず、ＬＥＤ、トイレの関係でございますけ

れども、補助申請のタイミングというのが年に

２回程度、５月と１０月という形で通常分はご

ざいます。それ以外に国の補正が出れば１２月

というのがありますので、今回は空調と給水管

はそれにタイミングを合わせて、繰越してとい

う形でイメージしてございます。 

ＬＥＤとトイレについては、まずは５月のエ

ントリーを目指して補助を上げていきたいとい

うようなイメージで考えております。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 他に、質疑ございません

か。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） １８節負担金、補助及

び交付金の件ですけれども、先ほど説明があり

ましたけれども十分理解できるような説明とい

う形ではなかったので、それに関して質問させ

ていただきます。 

まず、今回は保育所等副食費物価格高騰支援

事業ということなのですが、これは七飯町内の

民間も町営も全て対象になるのかということが

一つです。 

それから、現状の父母負担については民間も

町営もそれぞれ金額は違うと思うのですけれど

も、どのような負担軽減を考えておられるの

か。 

それから、対象の園児数といいますか、町営

と民間でそれぞれ対象がどのくらいいて、現在

は７月に入っておりますけれども、これからど

のようなスケジュールで今年度いっぱいやるつ

もりなのか。もう少し詳しい説明をお願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎恵子） それではお答

えします。 

 対象の施設について民間も公営の保育園も対

象となるのかという質問でございますが、町内

の保育園、町外の保育園、民営、町営問わず、

町内のお子さんが通う場合で副食費を負担して

いるお子さんがいる場合は、すべて対象と考え

ております。 

 続いて、負担金額の内容ですが、３歳以上の

お子さんについては、それぞれの保育園で副食

費の徴収の金額というのが違いますので４,８０

０円を上限として考えております。また、０歳

から２歳のお子さんについては２,４００円とい

うことで定額にしてございます。 

それから、対象の園児数ですが公立の保育所

は大中山保育所になりますけれども、こちらの

対象者は４月時点の数字で４２名いらっしゃい

ます。それ以外で対象者数というのは、大中山

保育所を除いた人数で約４３０人対象者がい
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らっしゃいます。 

スケジュールですが、本日補正予算が議決し

ていただければ、今月中にこの事業を始めると

いうことで各施設へ説明をいたします。それか

ら、８月の広報紙やホームページ、子育てアプ

リ等に周知をします。また、個別の保護者通知

が必要な方もいらっしゃいますので、そういう

方に通知を８月に行って、合わせて事業をス

タートしていくという考えでスピード感を持っ

て対応していきたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 人数等、分かりまし

た。 

これから実施するということになると、７月

以降実施するということになりますけれども、

この予算が１,５８４万円という金額になってお

ります。 

こういう事業を実施して今後の見通しといい

ますか、これは年度いっぱいずっと続けられる

のか、いつまで続けられるのか、そういう金額

の問題も少し分かるようにお願いします。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎恵子） こちらで積算

しましたところ、月額４,８００円で対象者に掛

け合わせて、本年度いっぱいで計算しますと１,

５８４万円の予算額となりましたので、その金

額で補正予算の計上をさせていただいておりま

す。 

事業自体は本年度いっぱい、３月までという

ことで考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 他に、質疑ございません

か。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 大中山中学校の大規模

改修のトイレのことを同僚議員からも質問が出

ましたが、今あるトイレを例えば和式があった

ら洋式にするとか、そういうことだけなので

しょうか。 

一点お聞きしたいのは、体育館は避難施設に

なっています。避難施設であちこちで一番困っ

ているのは女子トイレの不足ですので、例えば

それに向けた改修があるのか、もしくは便器の

数は増やせないけれど接続できるように改修を

しておくとか、その辺の説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） それで

はお答えします。 

 今回の設計を上げさせてもらうのは、普通教

室棟部分というところで、生徒さんの普段使う

クラス棟の部分について設計を上げさせていた

だきます。それについて、まずは優先的に工事

を進めていきたいということでございます。 

また、多目的トイレ・管理棟の部分に今はご

ざいませんので、ユニバーサルトイレを１個設

けるような予定を考えてございます。 

その設計をもとに、後年度に順次、町の担当

のほうで設計を上げさせてもらいながら、他の

トイレも順次進めていきたいというような形で

考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 他に、質疑ございません

か。 

 川上弘一議員。 

○５番（川上弘一） 今までの話を聞いていま

すと、この実施設計委託の工期については、来

年の令和８年３月まで工期ということなのです

けれども、その中で給水管と空調については、

秋ごろに補助申請をしていきたいという話でご

ざいました。 

全体の工期が来年の３月までですが、業者と

の間で完了届あるいは受け渡しが行われないま

ま、ある程度の成果品を使用して補助申請する

ということだと思います。 

本来であれば一つの実施設計が完全に完了届

けが出てきて受け渡しが終わって、その後に補

助申請なりの成果品を使っていくというのが筋

だと思うのですけれども、そういうふうにすれ

ば多分、実施設計自体を二本に分けなければい

けない。夏ごろまでに一本、給水管と空調。そ

して来年の３月まではトイレとＬＥＤが本来の
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姿だと思いますが、その辺の説明についてもう

一回お願いします。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） 川上議

員の言っていることも、ごもっともだと思って

ございます。 

現在、空調については他の学校に順次設置を

されていまして、大中山中学校だけ先が見えて

いないという状況の中で少しでも早く工事をす

ることによってエアコンが早くつくと。 

また給水についても、今回も提案させていた

だいていますけれども、給水管が大分傷んでい

て漏水が続いているということもありますの

で、今回少しでも早く工事を発注して設計が上

がったことによって少しでも早く工事が進める

ということを考えまして、空調について先に設

計の部分だけでも分かる範囲でそれを上げて、

まずは金額を精査した上で補助申請を上げてい

きたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１０時２８分 休憩 

────────────────── 

午前１０時３０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

今、理事者の答弁の中で詳細が欠けている部

分がありましたので、再答弁を求めます。 

教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） 貴重な

時間を費やして、申し訳ございませんでした。 

再答弁させていただきます。 

先ほど川上議員から、工期の中で途中で出来

上がったものをというのは、という話がござい

ましたが、部分検査をするという形で空調設備

については先に部分検査を行って、それは契約

約款上にもそういうのをうたってございますの

で、そういう形で対応してまいりたいというふ

うに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川上弘一議員。 

○５番（川上弘一） 全体の工期は来年の３月

まで取るけれども、その中で部分引き渡しとい

うことで空調と給水管の成果品を部分的に引き

渡しを行って、それを書類で残しておきながら

全体の工期は来年の３月までとするというよう

な解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（木下 敏） 教育監兼教育総務課長。 

○教育監兼教育総務課長（磯場嘉和） 川上議

員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長（木下 敏） よろしいですか。 

 他に、質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３７号令和７年度七飯町一般会計補正

予算（第２号）について、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本臨時会に付議

された全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和７年第２回七飯町議会臨時会を

閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１０時３２分 閉会 
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